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物品番号等  仕 様 書 番 号 ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９－１０ 

名  称 
搭 載 航 空 武 器  

修理共通仕様 書  

防衛大臣承認年月日 ― 

作 成 年 月 日 平成１３年４月１８日 

改 正 年 月 日 令和５年１２月２１日 

航空補給処航空機部航空武器整備課 

1  総則 

1.1  適用範囲 

 この仕様書は，海上自衛隊航空補給処（以下，“空補処”という。）の契約に係る搭載航空武器（以

下，“機器”という。）の修理に適用する。  

1.2  用語及び定義 

 この仕様書で用いる主な用語の定義は，引用文書等に定めるもののほか，次による。 

1.2.1 

搭載航空武器 

 海幕装備第５６２２号の１３０００ に定める搭載電子機器及び武装機器をいう。 

1.2.2 

定期修理 

 海幕装備第５６２２号の２３７０４及び２３７０５に定める定期修理であって，搭載航空武器につ

いて次回の定期修理までの間，部隊における整備作業により安全にして効果的に運用し得る所要の信

頼度及び品質を維持するために，契約の相手方工場において実施する分解，検査，不具合箇所の修復

及び改修等の作業をいう。 

1.2.3 

構成品修理 

 海幕装備第５６２２号の２４７０４及び２４７０５に定める臨時修理であって，不良状態にある搭

載航空武器の構成品（以下，“構成品”という。 ）について，使用可能状態に戻し，所要の品質を維

持するために，契約の相手方工場において実施する分解，検査，不具合箇所の修復及び改修等の作業

をいう。 

1.2.4 

オーバーホール 

 回転機等の単位で行う修理であり，所要の信頼度及び品質を維持するため専門工場において実施す

る分解，手入れ，性能試験及び部品交換等の作業をいう。 

1.2.5 

基本作業 

 基本作業は，個々の機器について，基本的，共通的に行う作業をいい，細部は2.2.1に定める。 

1.2.6 

基本以外作業 

基本以外作業は，役務の実施中及び検査の結果，判明した不具合箇所の修復及びそれに関連する作

業とし，監督官等の確認及び契約担当官等の承認を得た後，実施する作業をいい，細部は 2.2.2に定
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める。 

 なお，実施については，別途指示するものとする。 

1.2.7 

改修 

 海幕装備第５６２２号の２４８０１に定める作業をいう。 

1.2.8 

ＡＴＥ 

 ＡＮ／ＵＳＭ－４４９自動試験装置（Automatic Test Equipment）をいう。 

1.2.9 

データシート 

 ＡＴＥから出力された試験結果の記録をいう。 

1.2.10 

機器別仕様書 

 搭載航空武器別に作成された定期修理及び構成品修理の作業について規定する仕様書をいう。 

1.2.11 

修理作業基準書 

 搭載航空武器別に作成された修理作業の基準書をいう。 

1.2.12 

修理実施要領書 

 搭載航空武器別に作成された修理作業の実施要領を記載した文書をいう。 

1.2.13 

技術支援活動 

 搭載航空武器について発生する不具合及び整備に関する技術検討，資料の収集・作成，技術指導等 

について，海上自衛隊補給本部（以下“補給本部”という。）又は要求元からの依頼に基づき実施する

搭載航空武器の維持，整備等に関する技術的支援活動をいう。  

1.2.14 

地方防衛局等 

 地方防衛局，陸上自衛隊，航空自衛隊及びその他の官庁をいう。 

1.2.15 

契約担当官等 

 分任支出負担行為担当官，分任支出負担行為担当官代理，契約担当官及び契約担当官代理をいう。 

1.2.16 

監督官等 

 契約担当官等が任命した当該搭載航空武器担当の監督官又は検査官若しくは監督・検査を依頼した

地方防衛局等に所属する当該搭載航空武器担当の監督官又は検査官をいう。 

1.2.17 

秘密に属する物件等 

 特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８号），特定秘密の保護に関する訓令
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（平成２６年防衛省訓令第６４号）及び秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号）の 

適用を受ける搭載航空武器に関する物件，文書，図面等をいう。 

1.3  引用文書等 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をな 

すものであり，特に版を指定するもののほか，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。た 

だし，契約後引用文書に改正があった場合には，その適用について別途契約担当官等と協議するもの

とする。 

なお，関連文書については，この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり，この仕 

様書の一部をなすものではない。 

a) 引用文書 

 1) 規格 

   ＪＩＳ Ｚ ８３０１ 規格票の様式及び作成方法 

ＮＤＳ Ｚ ０００１ 包装の総則 

 2) 仕様書 

   ＤＳＰ Ｚ ９００８ 品質管理等共通仕様書 

   ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００４ 搭載電子機器用回転機オーバーホール共通仕様書 

 3) 法令等 

   秘密保全に関する訓令（防衛省訓令第３６号。１９．４．２７） 

特別防衛秘密の保護に関する訓令（防衛省訓令第３８号。１９．４．２７） 

特定秘密の保護に関する訓令（防衛省訓令第６４号。２６．１２．４） 

   秘密保全に関する達（平成１９年海上自衛隊達第１６号。１９．４．２７） 

   特別防衛秘密の保護に関する達（平成１９年海上自衛隊達第１８号。１９．４．２７） 

特定秘密の保護に関する達（平成２６年海上自衛隊達第３０号。２６．１２．１０） 

海上自衛隊契約規則（海上自衛隊達第４号。２７．３．１０） 

   海上自衛隊契約規則の実施に関する細部（海幕経第１８３号。２７．３．１８） 

   海上自衛隊において調達する調達品等の標準監督・完成検査実施要領（海幕経第２５５９号。

９．５．３０） 

   航空機等整備基準（海幕装備第５６２２号。１０．１２．８） 

   航空機等整備実施要領（補本装航第８９号。１０．１２．８） 

   信頼性管理実施要領（補本装航第９１号。１０．１２．８） 

   形態管理実施要領（補本装航第９２号。１０．１２．８） 

海上自衛隊補給実施要領（補本装補第２０７２号。１８．１２．２７） 

航空機等及び航空武器等の技術刊行物の管理実施要領（補本装航第９３号。１０．１２．８） 

航空補給処（下総支処を除く。）監督検査事務処理手続（空補処契第１４３号。２８．３．７） 
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b) 関連文書 

 1) 法令等 

   航空機等整備用器材整備基準（海幕装備第５６２３号。１０．１２．８） 

   航空武器等の修理実施要領（補本装航第９７号。１０．１２．８） 

 2) 技術資料等 

   航空機等及び航空武器等の技術刊行物の管理実施要領（補本装航第９３号。１０．１２．８）

に基づく技術刊行物 

ＪＩＳ，ＮＤＳ，ＭＩＬ規格，製造規格，製造図面等の技術資料 

ライセンス契約に基づく技術資料及び当該機器の整備計画書                     

2  役務に関する要求 

2.1  一般的要求事項 

 役務は，技術刊行物等によるものとする。 

2.2  役務の内容 

2.2.1  基本作業 

基本作業は，原則として次の作業とする。 

a) 定期修理 分解前調査，分解，手入れ，部品検査，中間検査，組立，調整，完成検査，こん包・ 

輸送及び検査立会いとする。 

b) 構成品修理 修理前調査，不具合箇所の探求，分解，手入れ，部品検査，中間検査，組立，調整，

完成検査，こん包・輸送及び検査立会いとする。 

なお，契約の相手方は，ＡＴＥにより試験可能な構成品の修理前調査においては，ＡＴＥデー 

タシートを参考にすることができる。 

2.2.2  基本以外作業 

 基本以外作業は，原則として次の作業とする。 

a) 不具合箇所の修復 

 1) 部品・材料（副材料を除く。）及び交換部品の検査並びに交換作業 

2) 回転機等のオーバーホール作業 

b) 改修指示書に基づく改修作業及び改修作業後の処置 

c) 技術支援活動 

 1) 要求元が指示する技術調査及び技術調査に伴う作業 

 2) ＵＲに基づく調査作業 

 3) ＵＲ証拠品の調査作業 

d) その他特に監督官等が必要と認める作業 

2.3  修理実施要領書の作成・承認 

 修理実施要領書の作成・承認は，次による。 

a)  修理実施要領書の作成要領は，附属書Ａによるものとする。 

b) 修理実施要領書は，２部作成し空補処監督官の確認を得た後，主任検査官の承認を受けるものと 

する。また，承認後の修理実施要領書は，各１部を空補処監督官及び契約の相手方保管とする。 
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c) 承認後の修理実施要領書について，誤字など軽微な誤りは修正し最新版とする。 

d) 修理実施要領書の作成時期は，別途指示するものとする。 

2.4  要具等   

 要具等については，次による。 

a) 契約の相手方は，修理に必要な工具，計測器，試験装置等を準備するものとする。 

b) 契約の相手方は，役務の実施にあたり，当該機器の専用治工具の製作，改修又は修理等により専 

用治工具の取得が完了した場合，附属書Ｂに基づき専用治工具確認書（２部）を提出し，監督官

等の確認を得た後，契約担当官等に通知するものとする。 

2.5  部品・材料等 

 修理に必要な部品，材料及び副資材の準備，取扱い等及び剰余品の取扱いについては，補本装補第 

２０７２号によるほか，次による。 

a) 契約の相手方は，修理に先立ち附属書Ｃに基づき官給品在庫調査表（払出願）（１部）を作成し，

空補処監督官に提出，官給希望品の在庫確認を実施するものとする。 

b) 契約の相手方は，修理に先立ち官給品在庫確認の結果に基づき，官給品在庫調査表（払出願）附 

属書Ｃ 付表C.1（１部）を作成し，空補処監督官に提出，官給品の払出しを申請するものとす        

る。 

なお，所要の時期に官給することが困難な場合は，監督官等と契約の相手方との協議によるも 

のとする。 

c) 官給品の引渡し場所は，原則として契約の相手方工場とする。 

d) 修理に必要な副資材等は，契約の相手方の負担とする。 

e) 修理に必要な部品のうち，契約の相手方が負担する部品（ 副資材を除く。）については，技術資 

料の部品諸元に合致したものでなければならない。ただし，製造中止等の理由により，部品の入 

手が困難な場合は，機器製造時の部品と互換性があり，同等若しくはそれ以上の性能，規格を有 

する代替部品又は相当品を使用することができる。 

なお，その処理については，附属書Ｄに基づき代替部品使用申請書（３部）を作成し，監督官 

の確認を得て，契約担当官等に提出し承認を得るものとする。承認後，２部を監督官に提出し， 

１部を契約相手方保管とする。ただし，ＡＴＥで試験可能なモジュール等については，ＡＴＥに 

よる試験に影響を与えない部品を使用するものとする。 

f) 部品等の流用は，原則として実施しないものとする。ただし，部品等の入手状況その他の都合に 

より修理が完成できない場合は，監督官等又は契約担当官等と協議するものとする。部品等の流

用を実施した場合は，附属書Ｅに基づき部品等流用実績表（２部）を作成し，監督官の確認を得

た後，空補処航空機部長（以下，“航空機部長”という。）に提出するものとする。 

g) 官給品の使用について，返品書・材料使用明細書（補本装備第２０７２号，海補３０２４様式）

（６部）を作成し，監督官の確認を得た後，分任物品管理官へ提出するものとする。承認後，５

部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。官給品の使用残があれば合わせて返還する

ものとする。 
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2.6  技術変更提案等 

 技術変更提案，技術刊行物改定要求等は，海幕装備第５６２２号，補本装航第９１号，補本装航第 

９２号及び補本装航第９３号により行うものとする。 

2.7  下請負 

 作業の一部を下請負工場で実施する場合は，附属書Ｆに基づき下請負承認申請書（３部）を作成し， 

監督官の確認を得た後，契約担当官等の承認を得るものとする。承認後，２部を監督官に提出し，１

部を契約相手方保管とする。 

2.8  実施要領 

 契約の相手方は，次に示す実施要領及び機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施要領書に基づ 

き作業を行う。 

a) 分解前調査又は修理前調査 分解又は修理に先だって，次の調査を実施し，分解前調査成績書（様

式適宜）（１部）又は修理前調査成績書（様式適宜）（１部）及び不具合箇所対策表・部品請求書（１

部）を附属書Ｇに基づき作成するものとする。 

 1) 構成品目及び数量  構成品目及び数量の確認を行う。 

 2) 目視調査  カバーを外した程度の範囲で部品等について，破損，変形，発錆，腐食，欠品等に 

ついて調査し，特殊な不具合等がある場合は，監督官等の指示により作業を実施する。 

 3) 作動状況調査 技術刊行物に記載された装置，構成品単位の主要性能の確認，気密試験等の特 

に分解前又は修理前に確認を要する内容の範囲を原則とし，機器別仕様書，修理作業基準書又 

は修理実施要領書で定められた項目を調査する。 

b) 不具合箇所の探求 修理前調査後，回路及び部品の点検によりシャーシ周りとモジュールとの不 

具合の分離及びシャーシ周りの不具合部品の摘出を行う。 

c) 分解 定期修理又は構成品修理の区分により，次のとおりとする。 

 1) 定期修理 定期交換部品の交換，機構部分等の定期的な手入れ及び部品検査に必要な最小限の

範囲を原則とし，分解の範囲は，機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施要領書による。 

 2) 構成品修理  不具合箇所の探求及び部品検査に必要な最小限の範囲を原則とし，分解の範囲は，

機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施要領書による。 

d) 手入れ 分解した箇所及びその周辺について，次の手入れを行う。 

なお，その他の必要事項については機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施要領書で定め 

る。 

 1) 清掃については，部品の特性に悪影響のない良質の材料を使用するとともに，要具等の使用に 

あたっては，部品の損傷に十分注意を払わなければならない。 

 2) 塗油，注油については，技術資料に基づき、定められた品質の油等を使用し，適切な方法で行 

うこと。 

3) 塗装については，部分的な補修塗りを原則とし，品質については製造時と同等で，塗装色は製 

造時と同系統とする。 

 4) コーティング処理については，原則として修理した箇所及び不良箇所の補修を行うものとし，

品質については，製造時のものと同等のものを使用し，適切な方法で行うものとする。 
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 5) メッキは，必要な箇所について行う。 

e) 部品検査 部品検査は，次の範囲で行い，部品検査成績表（様式適宜）（１部）を作成するものと 

する。また，検査の結果発見された不具合事項は，不具合箇所対策表・部品請求書に記載する。 

 1) 共通 分解された範囲における全数の部品について目視検査を行い，機構部品については，作 

動を含め破損，変形，摩耗，劣化等を検査し，電気部品については作動状況，電圧測定，波形 

観測等により電気的性能を検査する。 

 2) 定期修理の場合 装置の機能又は性能上，部隊整備レベルを越えるもののうち，定期的に整備

を要するもの（機構部分及び温度，磁気等の影響を受けやすい部品を使用している回路等）及 

び回路系統上分解前調査では性能確認が困難であり，機能単位での部品検査を要するものを原 

則として行うものとし，部品検査成績書作成品目及び部品単位に分解し検査する品目について 

は，機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施要領書で定めるものとする。 

 3) 構成品修理の場合 モジュール単体での部品検査は，原則として不具合時，監督官等の確認及 

び契約担当官等の承認を得た後，基本以外作業として行うものとし，部品検査成績書作成品目 

は機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施要領書で定めるものとする。 

f) 中間検査  

1)  修理に先だち，分解前調査成績書又は修理前調査成績書，部品検査成績書，不具合箇所対策表・ 

部品請求書（附属書Ｇ，付表G.1）及び定期修理作業内訳書（附属書Ｈ，付表H.1）（１部）又 

は構成品修理作業内訳書（附属書 J，付表 J.1）（１部）を監督官に提出し確認を得るものとす 

る。ただし，定期修理作業内訳書及び構成品修理作業内訳書については，不具合調査のみ（又 

は中間検査止め）の契約の場合は提出しないものとし，不具合修復のみ（又は修理再開）の契 

約の場合は契約締結後速やかに提出するものとする。また，不具合箇所対策表・部品請求書に 

ついては，不具合修復のみ（又は修理再開）の契約の場合，完成検査時に提出するものとする。 

    なお，構成品又はモジュールの修理，回転機等のオーバーホールに要する見積総額が該当構 

成品等の新品購入価格の６５％を超える場合は，修理可否判定協議書（２部）を附属書Ｋに基 

づき作成し，監督官の確認を得た後，契約担当官等に提出するものとする。協議終了後，１部 

を契約担当官に，１部を契約相手方保管とする。 

  2) 契約の相手方は，製造中止部品等の理由により，不具合の修復が不能となった場合は、修理不 

能理由書(様式適宜)（１部）を監督官と調整し主任検査官に提出するものとする。 

g) 不具合箇所の修復 

 1) 分解前調査又は修理前調査，部品検査により発見された不具合事項は，定期修理作業内訳書又 

は構成品修理作業内訳書及び不具合箇所対策表・部品請求書により監督官等の確認及び契約担 

当官等の承認を得た後，基本以外作業として行うものとする。 

 2) 回転機等のオーバーホールは，機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施要領書によるほか， 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００４により行うものとする。 

h) 組立 部品交換（１００％交換するもの又はあらかじめ交換することが確定しているもの。）及び 

この仕様書の2.8のc)により分解した箇所の組立を行うものとする。   

i) 調整 技術資料等により調整を行うものとする。 
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j) 完成検査 技術刊行物に記載された装置又は構成品の主要性能の確認（定期修理の場合は，予防 

整備上の連続作動試験を含む。）を原則とし，機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施要領書 

に定められた項目について検査を行い，完成検査成績書（様式適宜）（１部）を作成し，検査官に 

提出し確認を得るものとする。不具合修復のみ（又は修理再開）の契約の場合，完成検査時に不 

具合箇所対策表・部品請求書を提出するものとする。 

   なお，検査等申請書（海幕経第１８３号，書式第２２）（３部）については，完成検査前までに 

作成し，検査官に提出するものとする。 

k) 改修作業 改修が完了した場合は，附属書Ｌに基づき改修実施記録（２部）を速やかに作成し， 

監督官及び海上自衛隊航空補給処長（以下，“空補処長”という。）の確認を得た後，海上自衛隊 

補給本部長（以下“補本長”という。）に提出するものとする。 

2.9  修理（改修）完了表示 

修理及び改修を完了した搭載航空武器は，附属書Ｍにより表示を行うものとする。 

2.10  品質管理  

品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８によるものとし，要求する事項は，ＤＳＰ Ｚ ９００８の表

1，適用区分a又はbによる。 

 

3  監督及び検査  

3.1  実施要領  

 監督及び検査は，海幕経第２５５９号の別冊第３（標準品質証拠監督・完成検査実施要領）による。 

ただし，監督については，別冊第３（標準品質証拠監督・完成検査実施要領）２（２）［品質証拠監 

督方式（第三者監査監督を適用する場合）］によるものとする。また，これにより難い場合は，別途 

指示するものとする。 

3.2  地方防衛局等の監督及び検査 

地方防衛局等に監督及び検査を依頼した場合は，地方防衛局等の定める監督及び検査実施要領によ 

り実施するものとする。 

3.3  第三者監査監督適用の一部変更・取消 

 第三者監査監督適用の一部変更及び取消を求める場合は，第三者監査監督（適用・一部変更・取消）

届出書（空補処契第１４３号，付紙様式第５）（２部）を作成し，監督官の確認を得た後，契約担当官

等に提出するものとする。 

 なお，一部変更及び取消の時期については，別途通知するものとする。 

 

4  出荷条件 

4.1  担当区分 

こん包・輸送の担当区分は，原則として表１によるものとする。ただし，表 1により難い場合は別

途指示するものとする。 
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表1－こん包・輸送担当区分 

 
役務着手時 役務終了時 

引取り・引渡し場所 こん包・輸送担当 納品場所 こん包・輸送担当 

１ 
定期修理 

（搭載搬入） 

機体修理会社 

で引取り 
機器修理会社 機体修理会社 機器修理会社 

２ 

定期修理 

（部隊から搬入） 

又は 

臨時修理 

機器修理会社で 

引渡し 
発送元部隊 部隊等 機器修理会社 

4.2  こん包要領  

 こん包は，原則として一般商慣習による。ただし，機器の特性上これにより難い場合は，監督官等 

及び契約担当官等と協議するものとする。 

4.3  包装の表示  

 包装の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１による。  

4.4  ストックタグ 

 ストックタグ（補本装補第２０７２号，海補７９１３ａ様式）の記載要領は，次による。 

a) “物品番号”，“参考番号”，“品名”，“製造会社名”（修理会社名に読み替える），“単位”及び“調 

達要求番号”は，それぞれ該当事項を記入する。 

b) “製造番号”欄は，該当シリアルナンバーを記入する。 

c) “数量”欄は，このタグを添付する包装内の数量を添付する。 

d) “修理年月日”欄は，修理完了年月を記入する。 

e) “検査スタンプ”欄は，検査官の検査スタンプとする。 

f) “保管期限（年月）”及び“保管期限処理記号”欄は，保管期限を有する物品について，該当事項 

を記入する。 

g) “契約不適合修補等の請求期間”欄は，契約不適合修補等の請求期限を記入する。 

h) “備考”欄は，上記各欄に補足すべき事項があれば記入する。 

4.5  輸送要領  

 輸送は，原則として自動車混載便とする。ただし，機器の特性上これにより難い場合は，監督官経 

由契約担当官等と協議するものとする。 

 

5  その他の指示 

5.1  変更工事 

 契約の相手方は，修理作業に変更（基本以外作業など）が生じる場合，附属書Ｎに基づき変更工事

確認書（指示票）（１部）を作成し，監督官に提出するものとする。 

5.2  工程表 

 契約の相手方は，修理に関する工程表（様式適宜）（１部）の提出を監督官から求められた場合，速

やかに提出するものとする。 
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5.3  製造中止部品等情報 

 契約の相手方は，契約履行中の当該搭載航空武器の部品に関する製造中止情報を入手した場合は，

附属書Ｐに基づき製造中止（予定）部品等情報（１部）を作成し，監督官の確認を得た後，空補処航 

空武器整備課長（以下，“航空武器整備課長”という。）に提出するものとする。 

5.4  貸付品 

 貸付品については，次による。 

a) 契約の相手方は，専用器材，機器及び技術刊行物の貸付けを無償で受けることができる。 

b) 契約の相手方は，補本装補第２０７２号に基づき，貸付に関わる手続きを行う。 

c) 貸付品は，原則として貸付けを受けた時の状態とし，この仕様書の4項の出荷条件に基づきに貸 

付元に返還するものとする。 

5.5  機器の受領・返品・納品 

 機器の受領・返品・納品については，次による。 

a) 役務対象物品受領時，受領書（補本装補第２０７２号，海補３０２３様式）（６部）を補本装補第

２０７２号に従い作成し，監督官を経由して，契約担当官等に提出するものとする。承認後，５

部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。 

b) 作業の結果，修理不能等となった機器は，返品書（補本装補第２０７２号，海補３０２４様式）

（６部）を補本装補第２０７２号を用いて作成し，監督官の確認を得た後，分任物品管理官に提

出するものとする。承認後，５部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。 

c) 役務対象物品納品時，納品書（補本装補第２０７２号，海補３０２１様式）（６部）を補本装補第

２０７２号に従い作成し，５部を分任物品管理官に提出し，１部を契約相手方保管とする。 

5.6  撤去品等の処置 

 契約の相手方は，撤去品等が発生した場合は，役務終了後，速やかに撤去品（発生材）調書（海幕 

経第１８３号，書式第２４）（５部）を作成し，監督官の確認を得た後，分任物品管理官に提出するも

のとし，承認後，４部を監督官に提出し，１部を契約相手方保管とする。撤去品の処理については，

補本装補第２０７２号に従い，処理するものとする。 

5.7  役務の着手・終了 

 役務の着手・終了についての届出は，次による。 

a) 契約締結後，着手届（海幕経第１８３号，書式第２２）（２部）を作成し，監督官の確認を得た後， 

契約担当官等に提出するものとする。 

b) 役務終了後，終了届（海幕経第１８３号，書式第２２）（３部）を作成し，検査官の確認を得た後， 

契約担当官等に提出するものとする。 

5.8  提出書類等 

 提出書類等については，次による。 

a) 提出書類は，海上自衛隊達第４号及び補本装補第２０７２号によるほか，付表１によるものとす

る。 

b) 来歴票（整備記録等）の記入は，補本装航第８９号により行い，監督官等の確認を得るものとす 

る。   
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5.9  標準手順の提示 

契約の相手方は，作業の範囲，手順，方法等について機器別仕様書，修理作業基準書又は修理実施 

要領書を補足するため，当該機器に関する標準手順の提示を監督官等から求められた場合，速やかに 

提示するものとする。 

5.10  秘密保全 

 契約の相手方は，役務の実施にあたり，直接又は間接に秘密に属する物件等を扱う場合は，防衛省 

訓令３６号，防衛省訓令第３８号及び防衛省訓令６４号による。 

 なお，細部については，海上自衛隊達第１６号，海上自衛隊達第１８号及び海上自衛隊達第３０号

によるものとする。 

5.11  コンプライアンスの遵守 

 契約の相手方は，下請負者等に対してコンプライアンス意識の徹底及び遵守を図る。 

5.12  疑義事項  

 この仕様書及び機器別仕様書に疑義を生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 
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付表１－提出書類 

番号 書類名 
提出 

部数 
提出時期 提出先 備 考 

１ 修理実施要領書 ２(１)ｂ） 
必要の都度速

やかに 

監督官経由 

主任検査官 
附属書Ａによる 

２ 専用治工具確認書 ２ 
必要の都度速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 
附属書Ｂによる 

３ 
官給品在庫調査表 

（払出願） 
１ 

中間検査のお

おむね１０日

前又は不具合

修復契約締結

後速やかに 

空補処監督官 附属書Ｃによる 

４ 代替部品使用申請書 ３(１)ｂ） 
代替部品を使

用する場合 

監督官経由 

契約担当官等 
附属書Ｄによる 

５ 部品等流用実績表 ２ 
部品等を流用

する場合 

監督官経由 

航空機部長 
附属書Ｅによる 

６ 下請負承認申請書 ３(１)ｂ） 
必要の都度速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 
附属書Fによる 

７ 
分解前（修理前） 

調査成績書 
１ 中間検査時 a) 監督官 様式適宜 

８ 
不具合箇所対策表・  

部品請求書 
２ 中間検査時 a) 監督官 附属書Ｇによる 

９ 部品検査成績書 １ 中間検査時 a) 監督官 様式適宜 

１０ 定期修理作業内訳書 １ 

中間検査時又

は不具合修復

契約締結後速

やかに 

監督官 附属書Ｈによる 

１１ 構成品修理作業内訳書 １ 

中間検査時又

は不具合修復

契約締結後速

やかに 

監督官 附属書Ｊによる 

１２ 修理可否判定協議書 ２(１)ｂ） 
必要の都度速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 
附属書Ｋによる 

１３ 修理不能理由書 １ 
必要の都度速

やかに 
監督官 様式適宜 

１４ 完成検査成績書 １ 完成検査時 検査官 様式適宜 

１５ 改修実施記録 ２ 
改修完了後速

やかに 

監督官，空補処長

経由補本長 
附属書Ｌによる 

１６ 
第三者監査監督（適用・

一部変更・取消）届出書 
２ 

必要の都度速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

空補処契第１４３

号，付紙様式第５ 

注 a) 不具合調査のみの契約については，提出時期を完成検査時とする。 

注 b)（ ）内の数字は会社控え 
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付表１－提出書類（続き） 

番号 書類名 
提出 

部数 
提出時期 提出先 備 考 

１７ 
変更工事確認書 

（指示票） 
１ 

必要の都度

速やかに 
監督官 附属書Ｎによる 

１８ 工程表 １ 
必要の都度

速やかに 
監督官 様式適宜 

１９ 
製造中止（予定） 

部品等情報 
１ 

必要の都度

速やかに 

監督官経由 

航空武器整備課長 
附属書Ｐによる 

２０ 着手届 ２ 
契約締結後

速やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

海幕経第１８３号 

書式第２２ 

２１ 受領書 ６(１)ｂ） 
役務対象物

品受領時 

監督官経由 

契約担当官等 

補本装補第２０７２号 

海補３０２３様式 

２２ 
返品書・材料使用明細

書 
６(１)ｂ） 

役務終了時

速やかに 

監督官経由 

分任物品管理官 

補本装補第２０７２号 

海補３０２４様式 

２３ 撤去品（発生材）調書 ５(１)ｂ） 
役務終了時

速やかに 

監督官経由 

分任物品管理官 

海幕経第１８３号 

書式第２４ 

２４ 返品書 ６(１)ｂ） 
役務対象物

品返品時 

監督官経由 

分任物品管理官 

補本装補第２０７２号 

海補３０２４様式 

２５ 検査等申請書 ３(１)ｂ） 
完成検査前

までに 
検査官 

海幕経第１８３号 

書式第２２ 

２６ 終了届 ３ 
役務終了後

速やかに 

検査官経由 

契約担当官等 

海幕経第１８３号 

書式第２２ 

２７ 納品書 ６(１)ｂ） 
役務対象物

品納品時 
分任物品管理官 

補本装補第２０７２号 

海補３０２１様式 
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附属書Ａ 

（規定） 

修理実施要領書作成要領 

 

A.1  適用範囲 

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する修理実施要領書について

規定する。 

A.2  修理実施要領書の作成に関する要求 

A.2.1  基本要求 

 修理実施要領書の作成は，原則ＪＩＳ Ｚ ８３０１によるものとする。また，比較的経験の少な

い者でも容易に理解できるように，簡潔かつ明瞭な語句を用いて作成するものとする。 

なお，使用する用語は，常用漢字表，送り仮名の付け方，現代仮名遣い，技術刊行物，日本航空技

術協会が発刊している新航空工学講座に用いられる用語等を使用する。 

A.2.2  追加要求 

A.2.2.1  追加要求の優先 

 追加要求がA.2.1の基本要求と矛盾する場合は，追加要求を優先する。 

A.2.2.2  構成に対する要求事項  

A.2.2.2.1  構成 

 修理実施要領書の標準構成は，原則として付図 A.1によるものとする。 

A.2.2.2.2  表紙  

表紙は，原則として付図 A.2に示す文字配列で作成するものする。 

A.2.2.2.3  改訂記録 

 改訂記録は，原則として付図A.3に示す文字配列で作成するものとする。 

A.2.2.2.4  目次 

目次は，原則として付図 A.4に示す文字配列で作成するものとする。 

A.2.2.2.5  本文 

 本文は，次による。 

a) 本文の構成は，原則として付図 A.5に示す文字配列で作成するものとし，総則，機器構成，実施

要領，その他必要な事項を記述する。 

b) 図及び表 図及び表の作成は，次による。 

1) 図及び表は，内容を分りやすく示す場合に用いる。図又は表は，図番号及び表番号を用いて本 

文の中で引用しなければならない。  

 2) 図は，平面図又は立体図を用いる。 

3) 図番号は，例に示す要領で付与するものとし，図の下の中央に配置する。 

4) 図が複数ページにわたる場合は，本文の後ろに付図として作成する。 

5) 同じ図が1ページ以上にわたる場合は枝番号を付与する。 

 

１４ 



 

 例：図１－定期修理 ○○○○ 分解の範囲（１／２） 

   

 

6) 表番号は，例に示す要領で付与する。また，同じ表が１ページ以上にわたる場合は，２ページ 

以降のタイトルの末尾に“（続き）”を記載すること。 

例：表１－外注オーバーホール（続き） 

 

 

c) 付図及び付表 付図及び付表は，A.2.2.2.5 b)に準じて作成するものとし，その他は次による。 

1) 付図は，Ａ４判又はＡ３判で作成し，原則として縦にレイアウトする。 

2) 付図は，付図 A.6に示す範囲（付図番号及びタイトルを含む。）で作成する。 

d) ページ番号 ページ番号は，次による。 

1) ページ番号は，右上部に記載すること。 

2) ページ番号は，アラビア数字の一連番号とする。 

3) “表紙”，“改訂記録”及び“目次”には，ページ番号を付与しないこと。 

4) 改定等により新しいページを追加する場合は，現在付与されているページ番号の後に，添字Ａ，

Ｂ，Ｃ･･･Ｚを順に付与する。ページ番号の後の添字がＺを超える場合は，ＡＡ，ＡＢ･･･ＡＺ，

ＢＡ，ＢＢ･･･ＢＺのとおり付与する。 

例：１Ａ，１ＡＢ，･･･ 

e) 活字の大きさ及び種類 活字の大きさ及び種類は，表A.1によるものとする。 

表A.1－活字の大きさ及び種類 

場 所 記載事項 活字の大きさ 活字の種類 

表 紙 

修理実施要領書 ２０ポイント 

明朝体 

修理実施要領書名 

１４ポイント 機器名 

型式番号 

改定記録 文 字 １２ポイント 

目 次 

「修理実施要領書」の文字 
１４ポイント 

「目次」の文字 

本 文 １２ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の一連番号 枝番号 

表の一連番号 “（続き）”の記載 

１５ 



 

表A.1－活字の大きさ及び種類（続き） 

場 所 記載事項 活字の大きさ 活字の種類 

本 文 

本 文 

１２ポイント 

明朝体 

図番号及びタイトル 

表番号及びタイトル 

図及び表中の文字 

１２ポイントを標

準とし、呼出符号

等は、６～１２ポ

イントとすること

ができる。 

ページ番号 

１２ポイント 
本文の注 明朝体（注符号は

上付きとする。） 図及び表の注 

改訂番号及び改訂年月日 明朝体 

 

f) 用紙 用紙は、表A.2によるものとする。 

表 A.2－用紙 

用紙の種類 寸法（ｍｍ） 

日本産業規格Ａ列４番 ２１０×２９７ 

日本産業規格Ａ列３番 ２９７×４２０ 

 

A.2.2.3  その他の要求事項 

A.2.2.3.1  秘密に属する物件等に対する要求事項 

 秘密に属する物件等に対する要求事項は，次による。 

a) 秘密に属する物件等は，記載してはならない。 

b) 秘密に属する物件等を取扱う場合は，（秘密に属する物件等）の箇条を設け、次に示す事項を記載    

しなければならない。 

1) 機器の性能及び技術資料が特別防衛秘密に該当する場合 

   例：○○○○の性能及び技術資料は，特別防衛秘密に該当するため，契約時（特別防衛秘密の 

保全に関する特約条項）の適用を受ける。 

2) 機器の性能及び技術資料が特定秘密に該当する場合 

   例：○○○○の性能及び技術資料は，防衛秘密に該当するため，契約時（特定秘密の保全に関 

する特約条項）の適用を受ける。 

3) 機器の性能及び技術資料が秘密に該当する場合 

   例：○○○○の性能及び技術資料は，秘密の保全に該当するため，契約時（秘密の保全に関す 

る特約条項）の適用を受ける。 
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A.2.2.3.2  改訂に対する要求事項 

A.2.2.3.2.1  修理実施要領書の改訂基準 

次に該当すると認めた場合，契約の相手方は、空補処監督官と協議するものとする。協議の結果改 

訂が必要となった場合，該当箇所を訂正し，訂正ページ及び改訂記録（各２部）を提出し空補処監督

官の確認を得ること。 

a) 修理実施要領書の内容に従って修理を行うことが著しく困難な場合 

b) 修理実施要領書の内容が間違っているか，又は内容に疑義が生じた場合 

c) 信頼性データに基づき信頼性又は整備性の向上等に有効である場合 

d) 技術変更提案及び改修指示に伴い，修理実施要領書の内容変更が必要な場合 

e) 部品等の製造中止，国産化等による使用部品の変更が生じた場合 

f) 安全性又は可動率向上等の目的から，運用及び整備の改善等を行うに伴い、修理実施要領書の内

容変更が必要な場合 

A.2.2.3.2.2  変更符号 

a) 変更符号の付与 改訂により変更された事項は，変更符号を付けること。以前に変更を加えたペ 

ージに新たに変更を加える場合には，以前の変更符号を削除する。 

変更符号は最も新しい変更内容だけを示すものとする。ただし，次の場合は変更符号を付けない

ものとする。 

1) 表 紙 

2) 改訂記録 

3) 目 次 

4) 本文の削除により生じた空白 

5) 本文の変更により生じた変更内容以外の変更（連番の変更等） 

b) 変更符号の種類 変更箇所を明示するための変更符号は，次から選択して最も有効なものを使用 

  すること。 

1) 黒線法による明示 変更箇所の右側に黒線を付す。 

   例：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
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2) 矢印による明示 変更箇所に黒線の矢印を付す。 

例： 

   

3) 囲いによる明示 変更箇所を薄い黒色の図形で囲む。 

例： 

     

 

c) 改訂ページの表示 改訂ページの表示は，変更符号の該当ページ下空白部中央に改訂年月日を明 

  示する。 

例：西暦又は和暦○○年×月□日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 
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付図A.1－修理実施要領書の標準構成 

 

 

本 文 

目 次 

改訂記録 

表 紙 

１９ 



 

 

 

                       

 

 

  

 

 

 

            修○理○実○施○要○領○書 

 

 

 

 

修理実施要領書名： 

機 器 名： 

型 式 番 号： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図 A.2－表紙の文字配列 

用紙サイズ：日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

 

    

  

○○○○○○○○○株式会社 ㊞ 

作 成 

年月日 
  

会社 

管理番号 
 

140mm 

30mm 

60mm 

140mm 

15mm 

40mm 15mm 

15mm 

105mm 

15mm 

130mm 

 

90mm 

60mm 

30mm 

主任検査官 

承 認 

監督官 

確 認 

年 月 日 年 月 日 

２０ 



 

 

 

 

改訂記録 

改訂番号 改訂年月日 整理者氏名  
監督官 

確認印 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

付図A.3－改訂記録の文字配列 

 

用紙サイズ：日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

 

 

 

20mm 

15mm 30mm 

35mm 

～ ～ ～ ～ ～ ～ 

～ ～ ～ ～ ～ ～ 

２１ 



 

 

 

 

修理実施要領書 

 

目 次 

 

 １ 総 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 １．１ ○○○○○ ・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

     １．２ ○○○○○○○○ ・・・・・・・・・・・・・ ３ 

     ２ 機器構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

     ３ 実施要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

     ３．１ ○○○○○ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

     ３．２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

         ○○○○○○○○○○○○○○ ・・・・・・ １１ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

     ４ その他の指示 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図 A.4－目次の文字配列 

 

 

用紙サイズ：日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

 

30mm 

25mm 

20mm 

35mm 

 

20mm 

20mm 

10mm 

10mm 

105mm 

２２ 



 

 

 
 

１□ 総 □ 則 
  １ ．１ □ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
１ ．２ □ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
１ ．３ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
２ □ 機 器 構 成 

     表 ○ ○－○ ○ ○ ○ 
 
 
 
 
 

３ □ 実 施 要 領 
３ ． １ □ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
３  ．２ □ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
３  ．３ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
３  ．４ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図 A.5－本文の文字配列 

 

用紙サイズ：日本産業規格 Ａ列４番（縦型）

  表 

25mm 

25mm 

30mm  
20mm 

２３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙サイズ：用紙日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 用紙サイズ： 日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

 

付図A.6－付図又は付表の作成範囲 

 

 

作 成 範 囲 

30mm 

30mm 

30mm 20mm 

30mm 20mm 

30mm 

30mm 

作 成 範 囲 

折込み部 

210mm 105mm 105mm 

２４ 



 

附属書Ｂ 

 (規定) 

専用治工具確認書作成要領 

 

 

B.1  適用範囲 

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する専用治工具確認書につい

て規定する。 

 

B.2  専用治工具確認書 

専用治工具確認書は，付表 B.1のとおりとする。  

 

B.3  専用治工具の記入要領 

 専用治工具確認書の記入要領は，次のとおりとする。 

a) 受注者名 提出会社名を記入する。 

b) 契約番号 契約番号を記入する。 

c) 専用治工具番号 作業途中に，新規製作，改造及び修補等の必要性が生起した役務用専用治工 

具の型番又は部品番号を記入する。 

d) 専用治工具名称 作業途中に，新規製作，改造及び修補等の必要性が生起した役務用専用治工 

具の名称又は品名を記入する。 

e) 数量 新規作成，改造又は修補等の必要性が生起した役務用専用治工具の数量を記入する。 

f) 区分 役務専用治工具の区分を〇で囲む。 
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西暦又は和暦  年  月  日 

（契約担当官等） 

○○○○ 

管理部長  ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住  所： 

受注者名： 

代表者名：         

 

専用治工具確認書 

 

 搭載航空武器（        ）の修理契約に係る専用治工具について，下記のとおり確認をお願

いします。 

（契約番号：          ） 

 

記 

 

１ 専用治工具名 

（１）専用治工具番号 

  

（２）専用治工具名 

  

（３）数量 

  

（４）区分 

   製作・改修・修補 

 

２ 専用治工具を適用する機器及び作業範囲 

 

 

上記のとおり確認する。 

 

  確認番号          号 

  西暦又は和暦  年  月  日 

 

                   （契約担当官等） 

          

                                  

                                       

注記 日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

監督官 

 

付表B.1－専用治工具確認書 

 

２６ 



 

附属書Ｃ 

（規定） 

官給品在庫調査表（払出願）作成要領 

 

 

C.1  適用範囲   

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する官給品在庫調査表（払出

願）について規定する。 

 

C.2  官給品在庫調査表（払出願） 

官給品在庫調査表（払出願）は，付表C.1のとおりとする。  

       

C.3  官給品在庫調査表（払出願）の記入要領 

 官給品在庫調査表（払出願）の記入要領は，次のとおりとする。 

a) 負担区分 該当する項目に〇をつける。 

b) 新規・調査・差し替え 該当する項目に〇をつける。 

c)  会社整理番号 会社整理番号を記入する。 

d)  発送元欄 会社名,担当者,電話番号,FAX番号,契約番号,契約件名,機種・機番号（又はSER），中

間検査予定日,を記入する。 

e)  主取 調査又は払出願対象機器等の主管区分,取扱区分を記入する。 

f) 性 調査又は払出願対象機器等の性質区分を記入する。 

g) 物品番号 調査又は払出願対象機器等の物品番号を記入する。 

h) 部品番号 調査又は払出願対象機器等の部品番号を記入する。 

i) 品名 調査又は払出願対象機器等の品名を記入する。 

j) 所要数 必要数量を記入する。 

k) 回答期限 回答期限を年月日で記入する。 

l) 受領希望日 受領希望日を年月日で記入する。 

m) 機器型式 機器型式を記入する。 

n) 回路番号 回路番号を記入する。 

o) 備考 Gi1（貸付寄託）数,会社保有数，調達所要期間を記入する。 

２７ 



 

 航空機部 航空武器整備課      新規・調査・差し替え ／ 

 課 長 整備班長 機管班長 技術班長 検査班長 検査担当 部品担当 監督官  ※ＦＡＸは文字が潰れ易いため大きく記載してください（特に部品番号）   

           
①会社整理番号  ②官受付番号  

 払出指示 

（監督官）    

             
①会社送付年月日  ②受付年月日  

  

              

官給品在庫調査表（払出願）     負担区分［Ｇ・Ｃ・調査のみ］ 
③仮調査回答日時   

④調査完了年月日   日付： 

（発信元）（送付 ） （送付元）（発信 ）    

会社名: 担当者: TEL: FAX: 海上自衛隊 航空補給処 航空機部 部品管理係長  請求願 

会社送付日 契約番号： 航空武器整備課 部品管理係長（     経由）殿   

契約件名： TEL：０４３８－２３－２３６１ 内線    （内線     ）   

機種・機番号（又はSER）                    中間検査予定日： FAX：０４３８－２５－４８７２  

Ｎｏ 
主取 物 品 番 号 

品  名 所要数 官在庫数 
官給品単価 回答期限 処 置 機器型式 

備  考 
 払出数 

性 部 品 番 号 社給品単価 受領希望日 官給 Ｃ ＰＰ Ｃ Ｐ 回路番号  受領期日 

１ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

２ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

３ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

４ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

 
 

     
  

注記 日本産業規格 Ａ列４番（横型） 

 

付表C.1－官給品在庫調査表（払出願） 

２
８

 



 

※ＦＡＸで送付する場合は，文字が潰れ易いため大きく記載する。（特に部品番号） 

注記  日本産業規格 Ａ列４番（横型）

                     ／ 

                        

Ｎｏ 
主取 物 品 番 号 

品  名 所 要 数 官在庫数 
官給品単価 回答期限 処 置 機器型式 

備  考 
 払出数 

性 部 品 番 号 社給品単価 受領希望日 官給 Ｃ Ｐ Ｐ ＣＰ 回路番号  受領期日 

５ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

６ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

７ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

８ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

９ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

１０  

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

１１ 

           Ｇｉ１×  ＥＡ 

会社保有数×  ＥＡ 

Ｌ／Ｔ：  か月 

  

       

付表 C.1－官給品在庫調査表（払出願）（続き） 

２
９

 



 

附属書Ｄ 

（規定） 

代替部品使用申請書作成要領 

 

 

D.1  適用範囲   

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する代替部品使用申請書につい

て規定する。 

 

D.2  代替部品使用申請書 

代替部品使用申請書は，付表 D.1のとおりとする。  

       

D.3  代替部品使用申請書の記入要領 

 代替品使用申請書の記入要領は，次のとおりとする。 

a) 契約件名 契約件名を記入する。 

b) 契約番号 契約番号を記入する。 

c) 構成品名・型式番号 構成品名・型式番号を記入する 

d) 品名 代替部品の品名を記入する。 

e) 理由 代替部品を使用する理由を記入する。 

f) 申請内容等   

1) 契約内容 契約時の部品番号，回路番号，準拠規格，使用期日を記入する。 

2) 申請内容  申請する部品番号，回路番号，準拠規格，使用期日を記入する。

３０ 



 

付表D.1－代替部品使用申請書 

 

西暦又は和暦  年  月  日 

（契約担当官等） 

○○○○ 

管理部長  ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住  所： 

受注者名： 

代表者名：                  

代替部品使用申請書 

 

標記について、下記のとおり承認されたく申請します。 

 

記 

 

１ 契約件名 

２  契約番号 

３  構成品名・型式番号 

４  品 名     

５  理 由     

６  申請内容等 

 

 契  約  内  容 申  請  内  容 

部 品 番 号   

回 路 番 号   

準 拠 規 格   

使 用 期 日   

 

  審査の結果承認します。 

 

 

  西暦又は和暦  年  月  日 

 

 

                             （契約担当官等） 

                                        印 

 

注記 日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

監督官確認印 
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附属書Ｅ 

（規定） 

部品等流用実績表作成要領 

 

 

E.1  適用範囲   

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する部品等流用実績表について

規定する。 

 

E.2  部品等流用実績表 

具品等流用実績表は，付表 E.1のとおりとする。  

       

E.3  部品等流用実績表の記入要領 

 部品等流用実績表の記入要領は，次のとおりとする。 

a) 通知番号 会社通知番号を記入する 。 

b) 通知年月日 通知を作成した年月日を記入する。 

c) 流用元契約番号 流用する元の契約番号，製造番号を部品毎に記入する。  

d) 流用部品 流用する部品番号，品名を記入する。 

e) 数量 流用する数量を記入する。 

f) 流用先 流用先の契約番号、製造番号を記入する。 

g) 流用部品請求処理指示番号・その他 官側で記入する。 
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付表 E.1－部品等流用実績表  

 

海上自衛隊航空補給処  

航  空  機  部  長   殿                     通知番号  

通知年月日                       

 

 

 

監督官印 

 

         

        会社 官給品管理責任者  

部  品  等  流  用  実  績  表  

 

一  連 

番  号 

流 用 元 流   用   部   品 
数量 

流 用 先 
流用部品請求処理指示番号・その他 

 

契約番号 製造番号 部 品 番 号 品     名 契約番号 製造番号 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

注記  日本産業規格 Ａ列４番（横型）

３
３

 



 

附属書 F 

（規 定） 

下請負承認申請書作成要領 

 

F.1  適用範囲 

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する下請負承認申請

書について規定する。 

F.2  下請負承認申請書 

 下請負承認申請書は，付表 F.1 のとおりとする。 

F.3  下請負承認申請書の記入要領 

 下請負承認申請書の記入要領は，次のとおりとする。 

なお，下請負業者が複数の場合は，別紙に記入する。（様式適宜） 

a) 契約番号欄 契約番号を記入する。 

b) 調達要求番号欄 調達要求番号を記入する。 

c) 件名欄 下請負業者に請負わせたい契約の件名を記入する。 

d) 下請負を行わせる会社の名称等 

1) 会社名 下請負業者の社名を正確に記入する。 

  2)  本社所在地 下請負業者の本社所在地を正確に記入する。 

  3)  工場所在地 対象機器を修理する工場の所在地を正確に記入する。 

  4)  資本金 下請業者の資本金を記入する。 

＜記入例＞ 

      ４８０，０００千円 

  5)   従業員 下請負業者の従業者数を記入する。 

e) 下請負を必要とする理由 下請負を必要とする理由を具体的に記入する。 

f) 下請負を行わせる範囲 下請負等を適用する機器の品名及び下請負先で実施する作業を 

具体的に記入する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４ 



 

付表 F.1－下請負承認申請書 

 

西暦又は和暦  年  月  日 

（契約担当官等） 

 

          殿 

 

会 社 名 

会社住所 

代表者氏名          

 

下請負承認申請書 

 

契 約 番 号 ： 

調達要求番号： 

件    名： 

 

 

下記のとおり申請します。 

記 

１  下請負を行わせる会社の名称等 

  (１) 会 社 名  

  (２) 本社所在地 

  (３) 工場所在地 

  (４) 資 本 金  

  (５) 従 業 員 数  

２  下請負を必要とする理由 

 

 

３  下請負を行わせる範囲 

 

 

 

上記の通り承認します 

ただし，この承認により（受注会社名）は，この契約の義務とされている事項

につき，その責任を免れるものではありません。 

承認番号第    号 

西暦又は和暦 年 月 日  

                              

 

 

注記 日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

 

監督官確認印 
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附属書Ｇ 

（規定） 

不具合箇所対策表・部品請求書作成要領 

 

G.1  適用範囲 

 この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する不具合箇所対策

表・部品請求書について規定する。 

G.2  不具合箇所対策表・部品請求書 

不具合箇所対策表・部品請求書は付表 G.1 及び付表 G.2 のとおりとする。 

G.2.1  不具合箇所対策表・部品請求書（表紙）の記入要領 
不具合箇所対策表・部品請求書（表紙）の記入要領は，次のとおりとする。 

a) 会社コード 会社コードを記入する。 

b) 作業区分 空欄とする。 

c) 受付番号 空欄とする。 

d) 会社名及び部品番号 

1) 会社名には修理会社名を記入する。 

2) 部品番号等には仕様書記載の機器型式を記入する。 

e) 契約件名 契約件名を記入する。 

f) 調達要求番号 調達要求番号を記入する。 

g) 会社作業番号 会社作業番号を記入する。 

h) 仕様書番号 仕様書番号を記入する。 

i) 契約番号 契約番号を記入する。 

j) 当該品の契約数量 分子，分母に分けて記入する。分子には不具合箇所対策表・部品請 

求書に記載する機器の台数，分母には契約台数を記入する。 

k) 主管区分 海上自衛隊補給実施要領１１５１０による。 

l) 取扱区分 海上自衛隊補給実施要領１１５２０による。 

m) 物品番号 原則として，半角英数字で物品番号を記入する。物品番号が付与されていな 

い機器については，空欄とする。 

n) 部品番号 原則として，半角英数字で機器型式を記入する。モジュール修理の場合は，

部品番号を記入する。 

o) 品名 原則として，半角英数字で品名を記入する。 

p) 専用記号 製造中止部品の情報を記入する。 

  ＜記入例＞ 

  １，２ケタを製造中止部品の情報 

   ＳＰ：子部品に製造中止部品あり 

   ＳＵ：製造中止部品代替品あり 

   ＮＯ：製造中止部品代替品なし 

  ３，４ケタを年度（不明の場合は申請年） 

  例 ＮＯ１１→2011年製造中止，代替品なし。 

q) 検査数 修理において検査を実施した機器の数量を記入する。 

r) 修理可能 検査数のうち，修理可能な機器の数量を記入する。 

s) 修理不能 検査数のうち，修理不能な機器の数量を記入する。 

t) 作業区分 Ｏ（定期修理，構成品修理，モジュール修理），Ｂ（不具合調査のみ・中間 

検査止め），Ｋ（不具合修復のみ・修理再開），Ｓ（改修のみの作業，その他）のいずれ 

かを記入する。 

u) 備考 備考の記載は，次による。 

1) 作業区分が“Ｏ”の場合について，定期修理の場合は，航空機の機種名及び機番号， 

当該機器の親機器の型式番号を記入する。改修作業を含む場合は，改修指示番号も併 

３６ 



 

せて記入する。構成品修理の場合は，シリアル番号及び当該機器の親機器の型式番号 

を記入する。改修作業を含む場合は，改修指示番号も併せて記入する。 

2) 作業区分が“Ｂ”の場合は，“不具合調査のみ”又は“中間検査止め”と記入し，続 

けてシリアル番号及び当該機器の親機器の型式番号を記入する。改修作業を含む場合 

は，改修指示番号も併せて記入する。 

3) 作業区分が“Ｋ”の場合は，“不具合修復のみ”又は“修理再開”と記入し,続けてシ 

リアル番号及び当該機器の親機器の型式番号を記入する。ただし，“修理再開”の場 

合は，元契約番号も併せて記入する。また，改修作業を含む場合は，改修指示番号も 

併せて記入する。 

4) 作業区分が“Ｓ”の場合は，シリアル番号及び改修指示番号,その他必要事項を記入 

する。 

v) 基準図書名，番号（年月日） 基準図書名，番号及び作業年月日を記入する。 

w) その他 その他について，次によるもののほか，必要に応じ別途指示する。 

1) 官検欄は，空欄とする。 

2) 社検欄には，関係担当者，関係責任者等が押印する。 

3) 官給品管理責任者欄には，官給品管理責任者が押印する。 

G.2.2  不具合箇所対策表・部品請求書(本紙)の記入要領 

 不具合箇所対策表・部品請求書(本紙)の記入要領は，次のとおりとする。 

a) 部品番号 構成部品（モジュール等を含む。）の部品番号を記入する。 

なお，互換部品を使用した場合（互換コード：＊）は，２段書きにし，上段を旧部品 
番号とし，下段に“（ ）”書きで新部品番号を記入する。 

b) 品名 原則として，半角英数字で品名を記入する。 

c) 単位 海上自衛隊補給実施要領２１１９４による。原則として，ＥＡを用いる。 

d) 一台分数量 機器一台あたりに使用されている総数を記入する。 

e) ＡＲコード 一台分数量がＡＳ ＲＥＱＵＩＲＥＤ（任意）の場合は＊を記入する。 

f) 専用記号 製造中止部品の情報を記入する。 

  ＜記入例＞ 

  １，２ケタを製造中止部品の情報 

   ＳＰ：子部品に製造中止部品あり 

   ＳＵ：製造中止部品代替品あり 

   ＮＯ：製造中止部品代替品なし 

  ３，４ケタを年度（不明の場合は申請年） 

  例 ＮＯ１１→2011年製造中止，代替品なし。 

g) 国産コード Ｈ（販売権品目），Ｊ（自社製品），Ｋ（自社製品以外の国産）及びＲ（ラ 

イセンス生産）を記入する。 

h) 互換コード 互換部品を使用している場合は，＊を記入する。 

i) ＦＩＧ．ＮＯ 当該構成部品が記載されている技術資料等の図面番号を記入する。 

j) 回路番号 当該構成部品が記載されている回路番号を記入する。 

k) ＧＣ負担区分 Ｇ（官給品）又はＣ（契約の相手方負担区分）のいずれかを記入し、外 

注修理の場合は空欄とする。 

 なお，負担区分はプロビジョニング等で定められた記号を記入する。 

l) 修理可否 修理の可否を記入する。 

m) Ｓｅｒ．Ｎｏ 機器のＳｅｒ．Ｎｏを記入する。 

n) 機番号 定期修理の場合は，機番号を記入する。構成品修理の場合は，―を記入する。 

o) 交換及び修理 部品の交換又は修理を要する場合は，判定基準と交換数又は修理数を機 

器のＳｅｒ．Ｎｏごとに記入する。 

 

 

３７ 



 

  ＜記入例＞ 

   判定基準が単一の場合  Ｂ３ Ｋ１０ 

判定基準が複数の場合  Ｈ１，Ｍ２ 

p) 流用 契約番号が異なる機器に流用する場合は，流用数を記入する。 

q) 不具対番号 不具対番号を記入する。 

r) 官給数 官給された数量を記入する。官給されてない場合は，空欄とする。 

s) 交換数（計） 交換した数量を記入する。 

t) 請求数 部品請求数を記入する。部品が流用された場合は，流用欠品による部品請求数 

を含むものとする。 

u) 官給品（Ｃ）交換数（計） ＧＣ負担区分がＣのうち，官給品で交換した数量を記入す 

  る。 

v) 官給品（Ｇ）交換数（計） ＧＣ負担区分がＧのうち，官給品で交換した数量を記入す 

る。また，官給品で負担すべきものを契約相手方が負担した場合は，備考欄に詳細を記 

入する。 

＜記入例＞ 

部品番号〇〇〇は，負担区分Ｃで対応した等 

 

w) 備考 外注修理を実施している場合は，本欄に明記する。 

x) 単価 構成部品の最新の単価を記入する。 

y) 請求番号 歳出契約は０００１からの一連番号，国債契約は５００１からの一連番号で 

記入する。 
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 会社コ－ド  作業区分  受付番号   

   

 

                               会社名：           部品番号等：  

 不具合箇所対策表・部品請求書  

 

契 約 件 名  調 達 要 求 番 号 会社作業番号  官   検  社   検  官給品管理責任者 

  

 

階級 氏名 

 

印 

 

    氏名 印  

        
仕様書番号  契約番号  当該品の契約数量  

   数量： EA/  EA 
西暦又は和暦      

年 月 日 

西暦又は和暦      

年 月 日 

西暦又は和暦      

年 月 日 

 

番

号 

主管 

区分 

取扱 

区分 
物品番号 部 品 番 号 品  名 

専用 

記号 

検査

数 

修理 

可能 

修理 

不能 

作業 

区分 
備  考 

            

            

            

            

            

            

            

基準図書名、番号（年月日） 

 

 

 

 

                                                                       
注記 日本産業規格 Ａ列４番（横型） 

付表 G.1－不具合箇所探求表・部品請求表(表紙) 
３
９

 



 

注記 日本産業規格 Ａ列４番（横型） 

不具合箇所対策表・部品請求

書 

会社作業番

号 
部品番号等 代 表 部 品 番 号 品          名 

          
検査数 修理可能 修理不能 海補３０５１様式の 

別       添 
       

部  品  番  号 品    名 
単  

位 

一
台
分
数
量 

Ａ
Ｒ
コ
ー
ド 

専
用
記
号 

国
産
コ
ー
ド 

互
換
コ
ー
ド 

Fig.No Ｇ
Ｃ
負
担
区
分 

修理可否 

          

交 

換 

数 

（計
） 

請 

求 

数 

官
給
品
（Ｃ
）交
換
数
（計
） 

官
給
品
（Ｇ
）交
換
数
（計
） 

備 
 

 
 

考 

単   価 

          

        

Ser NO.           

回路番号 機番号         請求番号 

                

  

  

１ 交換           

        
  

  

  
２ 修理           

３ 流用             

  
不具対番号           

        

  

  

  

官給数             

                

  

  

１ 交換           

        
  

  

  
２ 修理           

３ 流用             

  
不具対番号           

        

  

  

  

官給数             

                

  

  

１ 交換           

        
  

  

  
２ 修理           

３ 流用             

  
不具対番号           

        

  

  

  

官給数             

                

  

  

１ 交換           

        
  

  

  
２ 修理           

３ 流用             

  
不具対番号           

        

  

  

  

官給数             

                

  

  

１ 交換           

        
  

  

  
２ 修理           

３ 流用             

  
不具対番号           

        

  

  

  

官給数             

                

  

  

１ 交換           

        
  

  

  
２ 修理           

３ 流用             

  
不具対番号           

        

  

  

  

官給数             

        

 

 

１ 交換      

     
 

２ 修理      

３ 流用       

 
不具対番号      

     
 

官給数       

                

  

  

１ 交換           

        
  

  

  
２ 修理           

３ 流用             

  
不具対番号           

        

  

  

  

官給数             

判定基準： 

 Ａ 腐食、錆、塗装はげ（ﾒｯｷ、ｺｰﾃｨﾝｸﾞ系など含む） 、汚損、変色 Ｂ 破損、壊れ掛け（亀裂、ひび割れ、切れ掛け）、はく離、折損  Ｃ 変形、凹み、ゆるみ、嵌合（かんごう）不良  Ｄ 磨耗、傷、すりへり  Ｅ付随交換（犠牲交換、犠牲不良、犠牲部品）   Ｆ 漏洩、気密不良  

Ｇ 作動不良、機能不良、調整不良、調整ずれ、回転不良  Ｈ 性能不良、性能低下  Ｊ 同調不良、偏差大  Ｋ 出力不良  Ｌ 特性不良、回路不良、論理不良  Ｍ 接触不良、断線、ｵｰﾌﾟﾝ、半田不良 Ｎ 絶縁不良、短絡、ｼｮｰﾄ（半導体内部ｼｮｰﾄ含む）  

  Ｐ 抵抗値不良（調整抵抗含む）  Ｑ 容量不良、損失大（VSWR含む）  Ｒ 表示不良、輝度不良、表示不鮮明  Ｓ 老化、劣化  Ｔ 定期交換  Ｕ 複合不良（親機器、親 NRなど）  Ｖ 焼損  Ｗ 異音 Ｘ 改修 

  Ｙ 欠品、欠損  Ｚ その他 

付表 G.2－不具合箇所探求表・部品請求表（本紙） 

４
０

 



 

附属書Ｈ 

（規定） 

定期修理作業内訳書作成要領 

 

H.1  適用範囲  

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する定期修理作業内

訳書について規定する。 

 

H.2  定期修理作業内訳書 

 定期修理作業内訳書は，付表 H.1 のとおりとする。 

 

H.3  記入要領 

定期修理作業内訳書の記入要領は次のとおりとする。 

a) 基本契約番号 該当契約番号を記入する。 

b) 件名 契約件名を記入する。 

c) 機器名 定期修理該当機器名を記入する。 

d) 製造番号 該当機器名製造番号を記入する。 

e) 構成品名 機器の構成品名を記入する。 

f) 作業内容 作業内容を簡潔に記入する。 

g) 数量 数量を記入する。 

h) 不具対番号 不具合箇所対策表・部品請求表の番号を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４１ 



 

付表 H.1－定期修理作業内訳書 

 

 

定 期 修 理 

作 業 内 訳 書 

 

 

基本契約番号  

件    名  

機 器 名        

製 造 番 号  

 

 

番号 機器名 構 成 品 名 作 業 内 容 数量（単位） 不具対番号 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

注記 日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

 

 

 

監督官 

 

 

４２ 



 

附属書Ｊ 

（規定） 

構成品理作業内訳書作成要領 

 

J.1  適用範囲  

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する構成品修理作業

内訳書について規定する。 

 

J.2  構成品修理作業内訳書 

 構成品修理作業内訳書は，付表 J.1 のとおりとする。 

 

J.3  記入要領 

構成品修理作業内訳書の記入要領は、次のとおりとする。 

a) 基本契約番号 該当契約番号を記入する。 

b) 件名 契約件名を記入する。 

c) 機器名 構成品修理該当機器名を記入する。 

d) 製造番号 該当機器の製造番号を記入する。 

e) 構成品名 機器の構成品名を記入する。 

f) 作業内容 作業内容を簡潔に記入する。 

g) 数量 数量を記入する。   

h) 不具対番号 不具合箇所対策表・部品請求表の番号を記入する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３ 



 

付表 J.1－構成品修理作業内訳書 

 

 

構 成 品 修 理 

作 業 内 訳 書 

 

 

基本契約番号  

件    名  

機 器 名  

製 造 番 号  

 

 

番号 機器名 構 成 品 名 作 業 内 容 数量（単位） 不具対番号 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

注記 日本産業規格 Ａ列４番（縦型） 

 

 

監督官 

 

 

４４ 



 

附属書Ｋ 

（規定） 

修理可否判定協議書作成要領 

 

K.1  適用範囲  

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する修理可否判定協

議書について規定する。 

 

K.2  修理可否判定協議書 

 修理可否判定協議書は，付表 K.1 のとおりとする。 

 

K.3  記入要領 

 修理可否判定協議書の記入要領は、次のとおりとする。 

a) 物品番号等 物品番号(物品番号がなければ部品番号)を記入する。 

b) 部品番号 部品番号を記入する。 

c) 品名 品名を記入する。 

d) 標準単価(根拠) 標準単価を記入する。 

e) 契約番号 契約番号を記入する。 

f) 件名 契約件名を記入する。 

g) 契約数 契約数を記入する。 

h) 限度額超過数 限度額超過数を記入する。 

i) 一連番号，製造番号 機器等の一連番号，製造番号を記入する。 

j) 役務費 役務費を記入する。 

k) 部品費 部品費を記入する。 

l) 修理費合計 修理費合計を記入する。 

m) 修理費比率 修理費比率を記入する。 

n) 主要交換部品 部品番号 交換部品番号を記入する。 

o) 主要交換部品 品名 交換部品の品名を記入する。 

p) 主要交換部品 数量 交換部品の数量を記入する。 

q) 主要交換部品 単価 交換部品の単価を記入する。 

r) 主要交換部品 交換理由 交換部品の交換理由を記入する。 

s) 修理可否判定 修理の可否を可，否で記入する。

４５ 



 

西暦又は和暦  年  月  日   

（契約担当官等） 

○○○○ 
管理部長  ○ ○ ○ ○ 殿 

                                                                                   会社、代表者名         
修理可否判定協議書 

 
     次の機器等は、分解検査作業の結果、修理限度額を超過しますので修理可否の判定をお願いします。 
 

 物品番号等   部品番号   品名   標準単価（根拠） 

 

 

 契約番号   件名   契約数   限度額超過数  
  

一連番号 製 造 番 号         

役 務 費     

部 品 費     

修理費合計     

修理費比率     

主 
要 
交 
換 
部 
品 

部品番号 品  名 数量 単価 交換理由 数量 単価 交換理由 数量 単価 交換理由 数量 単価 交換理由 

              

              

              

              

              

修理可否判定     
 
    上記のとおり判定結果を通知する。 

（発簡日付） 
 
    会社、代表者名 
                    殿 

                                               （契約担当官等） 

                                               管理部長 ○ ○ 〇 〇 

注記 日本産業規格 Ａ列４番（横型）

付表 K.1－修理可否判定協議書 
４
６

 



 

附属書Ｌ 

（規定） 

改修実施記録作成要領 

 

L.1  適用範囲 

 この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する改修実施記録 

について規定する。 

L.2  改修実施記録 

  付表 L.1 のとおりとする。 

L.3  記入要領 

 改修実施記録の記入要領は、次のとおりとする。 

a) 改修指示番号（類別） 改修指示書の指示番号の類別記号を左づめで記入する。 

 ＜記入例＞ 

 ＡＴ－０１－０００１ 

  

この部分を記入する。 

b) 改修指示番号（暦年） 改修指示書の指示番号の暦年を記入する。 

  ＜記入例＞ 

ＡＴ－０１－０００１ 

         

この部分を記入する。 

c) 改修指示番号（一連番号） 改修指示書の指示番号の一連番号を記入する。 

  ＜記入例＞ 

ＡＴ－０１－０００１ 

 

この部分を記入する。 

d) 適用区分 改修指示書に示される適用区分を１（航空機）又は２（機器等）のいずれか 

で記入する。 

e) 機種形式又は機器名 機種形式又は機器名を記入する。 

f) 機器型式又は部品番号 

1) 上段には，改修前の機器型式又は部品番号を左づめで記入する。 

2) 下段には，改修後の機器型式又は部品番号を左づめで記入する。 

g) 一連番号（ＳＥＲ．Ｎｏ） 

1) 上段には，改修前のＳＥＲ．Ｎｏを左づめで記入する。 

2) 下段には，改修後のＳＥＲ．Ｎｏを左づめで記入する。 

h) 実施完了日 実施完了日を西暦で記入する。 

  ＜記入例＞ 

   ２０１２年１月１日の場合 → ２０１２０１０１ 

i) 実施部門 会社コードを記入する。 

j) 備 考 契約番号を記入する。その他必要な事項についても記入する。 

４７ 



 

k) 印鑑欄 

1) 作成者 当該改修実施記録を作成した担当者が押印する。 

2) 作成責任者 当該改修実施記録を作成した責任者が押印する。 

3) 内容確認 空欄とする（監督官等が押印する。）。 

4) 電算機処理 空欄とする（補給本部担当課が押印する。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４８ 



 

 

改 修 実 施 記 録 

様

式 

改修指示番号 
適用区分 

1 航空

機 

2 機器

等 

機 種 形 式 

又は機器名 

機 器 型 式 

又は部品番号 
一 連 番 号（SER. No） 実施完了日 実施部門 

訂

正 
類 別 暦年 一連番号 

K 

      
改修前                                        改修前 

     

                                                    

                                                    

 
改修後                                        改修後 

  

                         

                         

K 

      
改修前                                        改修前 

     

                                                    

                                                    

 
改修後                                        改修後 

  

                         

                         

K 

      
改修前                                        改修前 

     

                                                    

                                                    

 
改修後                                        改修後 

  

                         

                         

K 

      
改修前                                        改修前 

     

                                                    

                                                    

 
改修後                                        改修後 

  

                         

                         

K 

      
改修前                                        改修前 

     

                                                    

                                                    

 
改修後                                        改修後 

  

                         

                         

K 

      改修前                                        改修前      

                                                     

                                                     

 
改修後                                        改修後 

  

                         

                         

 

 

 

 

 

 

注記 日本産業規格 Ａ列４番（横型）

作成者 作成責任者 内容確認 電算機処理 

    

付表 L.1－改修実施記録 

備 考 

４
９

 



 

附属書Ｍ 

（規定） 

搭載航空武器に対する修理及び改修の実施期日等表示要領 

 

M.1  適用範囲 

 この表示要領は，修理及び改修を完了した搭載航空武器の実施期日等について規定する。 

M.2  表示要領 

M.2.1  表示事項 

 表示事項は，次による。 

a) 定期修理の場合 

 1) 実施場所及び終了年月の表示要領は，下記のとおりする。 

   “実施場所－ＯＨ－月－年” 

2) 実施場所は，製造者記号によって示す。 

3) 月，年はアラビア数字で示し，年は西暦年号の末尾２文字で示す。 

   例 ３１１２－ＯＨ－８－０１ 

b) 構成品修理の場合 

1) 実施場所及び終了年月の表示要領は，下記のとおりする。 

   “実施場所－ＲＥ－月－年” 

2) 実施場所は，製造者記号によって示す。 

c) モジュール修理の場合 

1) 実施場所及び終了年月の表示要領は，下記のとおりする。 

   “実施場所－ＭＯ－月－年” 

2) 実施場所，製造者記号によって示す。 

3)  月，年はアラビア数字で示し，年は西暦年号の末尾２文字で示す。 

例 ３１１２－ＭＯ－８－０１ 

d) 改修の場合 

1) 実施場所，改修指示番号及び終了年月の表示要領は，下記のとおりする。 

   “実施場所－改修指示番号－月－年” 

2) 実施場所，月及び年は，M.2.1.a)の 2)及び 3)による。 

3) 改修指示番号は改修指示書の指示番号で示す。 

例 ３１１２－ＡＴ－１１－００４－８－０１ 

M.2.2  表示場所 

 表示場所については，次による。 

a) 各機器の前面パネル等適当な場所に表示する。 

b) 機器又は部品に対して改修が実施された場合は，それらのシャーシ，基板等の適当な場

所に表示する。 

c) 修理したモジュール等は，基板等の適当な場所に表示する。 

５０ 



 

M.2.3  記号の仕様 

 記号の仕様については、次による。 

a) 書体 書体はゴシック体とする。 

b) 文字の大きさ 次に示す大きさを標準とするが，記載場所の都合により，これを適用す 

ることができない場合は，適宜変更しても差し支えない。 

1) 大形 縦約６ミリメートル，横約６ミリメートル，太さ約０．７ミリメートル，文字の

間隔約１．５ミリメートル 

2) 小形 縦約４ミリメートル，横約４ミリメートル，太さ約０．５ミリメートル，文字の

間隔約１．０ミリメートル 

c) 色 黒，紺等濃地面に対しては白又は黄色とし，無色，白等薄地面に対しては黒色とす 

る。 

d) 記載要領 原則としてゴム印を用い，シリコン系塗料によって規定の場所に捺印するも 

のとし，長期間明瞭に判別できるように記載するものとする。 
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附属書Ｎ 

（規定） 

変更工事確認書（指示票）作成要領 

 

N.1  適用範囲 

この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する変更工事確認書

（指示票）について規定する。 

 

N.2  変更工事確認書（指示書） 

 変更工事確認書（指示票）は，付表 N.1 のとおりとする。 

 

N.3  記入要領 

 変更工事確認書（指示票）の記入要領は、次のとおりとする。 

a) 工事件名 契約書件名を記入する。 

b) 調達要求番号 調達要求番号を記入する。 

c) 管理番号 変更工事発生ごとに，調達要求番号の末尾２桁を頭に付けた一貫番号を 

記入する。 

＜記入例＞ 

００・・・原契約管理番号：００－１，００－２，００－３ 

０１・・・変更契約管理番号：０１－１，０１－２，０１－３ 

０２・・・変更契約管理番号：０２－１，０２－２，０２－３ 

d) 変更工事発生日 変更工事発生年月日を記入する。 

e) 番号 記載順に一貫番号を記入する。 

f) 工事内容 変更工事内容を記載する。 

g) 品名等 変更工事対象構成品名を記入する。 

h) 部品番号 変更工事対象構成部品を記入する。 

i) 単位 変更工事の交換単位を記入する。 

j) 数量 変更工事の部品の合計数を記入する。 

k) 官給 官給部数を記入する。 

l) 受注者 受注者負担部品数量を記入する。 

m) 加工費 変更工事で発生する工数を記入する。 

n) 単価 変更工事の修理費のうち部品費(業者負担分)を記入する。  

o) 金額 単価（業者負担分）を記入する。 

p) 直接経費 直接経費を記入する。 

q) その他経費 役務費，部品費及び直接経費以外の経費を記入する。 

r) 備考 特に参考又は補足事項を簡潔に記入する。

５２ 



 

 

航空補給処（管理部） 航空補給処（航空機部）  工事件名  
契担官 

 
分任官等 

 調達要求番号  
（管理部長） （航空機部長） 
  

 

 

  管理番号  

変更工事発生日 
 

変更工事 確認書（指示票）（ＮＯ，１） 

番号 工事内容 

 

官給 受注者 

加工費 単価 金額 直接経費 その他の 

備 考 
品名等 部品番号（材料・規格） 単位 数量 （Ｈ） （円） （円） （円） 

経費

（円） 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 合 計             

付表 N.1－変更工事確認書（指示書） 

注記 日本産業規格 Ａ列４番（横型） ５
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附属書Ｐ 

（規定） 

製造中止（予定）部品等情報作成要領 

 

P.1  適用範囲  

 この作成要領は，搭載航空武器の修理において，契約の相手方が作成する製造中止（予定）

部品等情報について規定する。 

P.2  製造中止（予定）部品統情報 

  製造中止（予定）部品等情報は，付表 P.1 のとおりとする。 

P.3  記入要領 

 製造中止（予定）部品統情報の記入要領は、次のとおりとする。 

a) 親機器型式 製造中止部品の上位親機器の型式番号を記入する。 

＜記入例＞ 

  ＮＨＬＲ－１０７Ｃ－１，ＨＰＳ－１０５Ｂ など 

b) 構成品の型式番号及び品名 製造中止部品の上位構成品の型式番号及び品名を記入する。 

  ＜記入例＞ 

Ｎ－ＭＸ－４９６Ｂ／ＮＨＬＲ－１０７，Ｎ－ＣＶ－３６３Ｂ／ＨＰＳ－１０５ など 

c) 上位モジュールの部品番号及び回路番号 製造中止部品の上位モジュールの部品番号及 

び回路番号を記入する。 

d) 製造中止部品の部品名，部品番号及び単価 

1) 部品番号 製造中止部品の部品番号を記入する。 

 2) 品名 製造中止部品の部品名を記入する。 

 3) 単価 製造中止部品の最新の単価を記入する。 

e) 状態記号 １（製造中止），２（サポート中止），３（その他）のいずれかを記入する。 

f) 他機器有無 他機器の有無をａ（有）又はｂ（無）のいずれかを記入する。 

g) 時期 製造中止の時期を記入する。 

h) 緊急度 Ａ（在庫品がなく、かつ代替手段がない場合），Ｂ（在庫品がなく，代替手段が

ある場合），Ｃ(在庫品がある場合）のいずれかを記入する。 

i) 処置提案 以下のようにア～キの区分を記入する。 

1) ア：部品再製造が可能な場合 

2) イ：代替部品の製造が可能な場合 

3) ウ：ラストバイで対処する場合（保管条件があるもの） 

4) エ：ラストバイで対処する場合（保管条件がないもの） 

5) オ：上位モジュール単位の改修で対処する場合 

6) カ：上位構成品単位の改修で対処する場合 

7) キ：その他 

j) 備考 必要な事項を記入する。 

なお，以下の場合については，要求される記載事項を記入すること。 

1) 状態記号が“３”の場合 

詳細な内容を記入する。 

2) 他機器有無が“ａ”の場合 

親機器名，構成品型式及び構成品名を記入する。 

５４ 



 

3) 緊急度が“Ｃ”の場合 

会社が保有する在庫数（官給品を除く。）を記入する。 

4) 処置提案が“ウ”の場合 

経年劣化部品若しくは定期整備が必要な部品について，必要事項を記入する。 

5) 処置案が“キ”の場合 

  詳細内容を記入する。 
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（文書番号）  

（日  付） 

海上自衛隊航空補給処 

航 空 武 器 整 備 課 長   殿 

                                          会 社 名： 

                                          代表者名：             

製造中止（予定）部品等情報 

 

会社記入欄 官記入欄 

親機器型式 

構成品 上位モジュール 製造中止部品 
状態

記号 

他機器有

無 
時 期 

緊急

度 

処置

提案 
備 考 受付番号 

型式番号 品 名 部品番号 
回路 

番号 
部品番号 品 名 単 価 

               

               

               

               

               

               

               

               

注記 日本産業規格 Ａ列４番（横型） 

 

付表P.1－製造中止（予定）部品等情報 
５
６
. 


